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― 行革国民会議ニュース ― 
 

小泉新総裁の登場とこれからの改革 
事務局長 並河 信乃 

 
 ４月２４日の自民党総裁選挙で小泉純一郎氏が総
裁に選ばれ、２６日には小泉内閣が誕生した。最後
は地滑り的な勝利であったが、まさか小泉氏が選ば
れるとは予想できなかった。それほど参院選挙を控
えて自民党の地方支部は危機感を募らせていたし、
中央はその危機感に鈍感であったということなので
あろう。今回の総裁選は、参院選挙を森総裁では戦
えないという現場からの悲鳴から始まったものであ
り、ともかくも４人も立候補して、しかも地方の現
場の意見が結果として大勢を決したわけであるから、
自民党のイメージアップになったことは間違いない。
田中金脈事件のあとには三木武夫を総裁とするなど、
自民党は時には懐の深さとしたたかさを見せるとこ
ろがたいしたものである。 
 こうして選ばれた小泉氏であるが、ではこれから
どのような政策が実行されるのかという点について
は判然としない。郵政事業の改革については承知し
ているが、全体の改革案については殆どわからない。
新聞の記事を見ても、また氏の公認ホームページに
掲載されている政策を見ても、目次のような言葉は
いくつかあるが、本文が全く書かれていない。靖国
神社には公式参拝をするらしいが、近頃とみにやや
こしくなってきた近隣諸国とのつきあいをどうこな
していくのかはわからない。伝統的に田中派系統は
ハト派的であるのに対し福田派系統はタカ派的なイ
メージを小生はもっているが、どうなのであろうか。 
 国内の改革についても、国債は３０兆円以内に抑
えるという方針のようだが、今年度予算でも国債発
行は２８．３兆円でうち赤字国債が１９．６兆円で
あるから、これだけでは解決にならない。焦点の社
会保障改革についても、医療、年金、介護の３本を

持続可能な体制にするために受益と負担の関係を見
直すというのは、これまでの路線と変わらない。 
 ここ１０年間のあいだに、細川政権とか青島都知
事とか､われわれはいろいろな経験をした。いずれ
も具体的な政策ではなくファジーなムードのような
ものが急激に盛り上がって誕生したものであるが、
見るも無残にこれが潰えて、かえって深い政治不信
と絶望を残した。今回の小泉政権が同じような結果
となり、結果として日本の改革が遅れることになら
ないように願いたい。 
 今回の総裁選によって、確かに自民党はそれなり
の自浄機能を発揮したようであり、これは参院選に
とってプラスに作用するかもしれない。その結果、
今の政権与党３党が参院で多数を占めたとき、次の
総選挙が行われる２００４年までの３年間になにを
するかがきわめて重要になる。知恵者はこの間に国
民の嫌がる政策を構造改革の旗手となった小泉氏に
ゴリゴリやらせることを考えるかもしれない。それ
もまた警戒すべきことである。とくに中央集権体制
の元での改革に限界があるのに、やや国権主義者の
においの強い小泉氏が分権型の改革にどこまで取り
組むかが全くの未知数であるだけに、注意が肝心で
ある。そのためにも、今度の参議院選挙においては、
与野党間で明確な政策論争を行ってもらわなければ
ならないし、そのような状況をつくり出す責任はま
ず野党側にある。 
 昔は構造改革という言葉は野党の用語であった。
それが今では誰でも口にする時代になった。それだ
けに、そのような構造をそのように変えるのかとい
う明確なビジョンが与野党ともに求められている。
目次だけの段階はもう終わったのである。  ■ 
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土光臨調２０周年記念事業第１弾 

シンポジウム「北海道経済の自立に向けて」を札幌で開催 
 さる４月１８日（水）札幌市内において、（社）
北海道開発問題研究調査会と（社）行革国民会議の
共催による「北海道経済の自立に向けて」というテ
ーマのシンポジウムが開催され、道内の企業、自治
体、労働組合や一般市民など１７５名が参加しまし
た。 
 まず、松田昌士東日本旅客鉄道会長から「国鉄改
革の意義と成果」、小倉昌男ヤマト福祉財団理事長
から「北海道に望むこと」と題する基調講演が行わ
れたあと、宮脇淳北海道大学教授をコーディネータ
ーとし内田和男北海道大学教授、五十嵐智嘉子北海
道開発問題研究調査会調査部長、並河信乃行革国民
会議事務局長をパネリストとして、フロアからの発
言も交えて「北海道経済の自立戦略」についての討
論が行われました。その模様は、まとまり次第ご報
告いたします。 
 なお、今回のシンポジウムを一過性のイベントに
終わらせることなく、北海道内で更に議論を続ける

きっかけとするために、出来ることから実践してい
くようなグループを道内に結成することを共催団体
である北海道開発問題研究調査会と協議していると
ころです。 
 なお、札幌での集会のあとは８月３日に東京・経
団連会館でやや大型の記念集会を開催する準備を進
めていますが、秋には大阪、福岡でも地域の実情に
あったテーマを選んで集会を開催することになって
おりますし、そのほか、たとえば八戸をはじめとす
るいくつかの地方都市でも今年から来年にかけて小
規模な集会を開催することを計画しております。集
会を開催ご希望の方がおられましたら、事務局まで
ご連絡下さい。 
 また、８月の東京集会までにこれまで２０年間の
行革の歩みの総括を目的とする報告書を作成すべく
準備も進めており、研究者グループをつくってその
構成や執筆分担について打ち合わせを進めていると
ころです。                 ■ 

 
 

「２１世紀・新しい地域と市民を考える集い」の開催 
 
 さる４月３日、都内において「２１世紀・新しい
地域と市民を考える集い」が開催されました。これ
は、今村都南雄中央大学教授、須田春海市民運動全
国センター代表世話人、辻山幸宣中央大学教授、並
河信乃行革国民会議事務局長の４名が呼びかけ人と
なって呼びかけたもので、研究者や自治体関係者、
市民など２０人ほどが午後３時から夜１０時まで徹
底討論を行いました。 
 テーマは大きく分けて２つあり、ひとつは「自治
の現状と将来」、もうひとつは「新しい地域と市民
の課題」でしたが、自治の現状については自治体財
政の問題、地域経済の疲弊と空洞化、市町村合併の
是非、市民参加（パートナーシップ）の実態、市民
と議員の関係、自治体職員の役割などの問題が、ま
た、地域と市民の課題については、「プロ市民」と
「アマ市民」の意識の違い、市民グループと代表制、
ＮＰＯの公的役割の可能性、コミュニティと自治体
政府の違い、地域の連帯と経済循環、セフティネッ
トと地域経済など、さまざまな問題が提起され話し

合われました。 
 今回は、結論や合意を導き出すのではなく、問題
点を目の前に積み上げることを狙いとし、また、こ
うした場の常連だけでなく新しい感覚をもった人に
も参加してもらうことにしましたので、議論は拡散
したままで終わりました。次回は５月末に開催予定
ですが、そこでも、地域とはなにか、地域経済とは
なにかを現場で実感している人（たとえば信用金庫
で地回りをやっているひとなど）にも参加してもら
って更に議論を続けるとか、あるいは「公的サービ
スの市民による代替」をテーマに議論するなど、さ
らに問題を拡げることによって、次第に「市民と地
域との関係」を立体的に把握し、次のシステム設計
の議論につなげていきたいと考えております。 
 なお、今回の試みは、やや下火になったように思
われる分権の議論を更に続ける母体をつくり、新鮮
な人々の参加を呼びかけようということも狙いの一
つです。                  ■ 
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メディア検証機構の立ち上げ 
 

慶応大学教授 草野 厚 
 
市民レベルの活動 
 このたび、私どもが中心となって、非特定営利法
人・メディア検証機構（神奈川県認可）を立ち上げ
ました。ある人から、これは自民党が目指している
といわれるテレビのニュース報道番組の規制の下地
を作るための組織、すなわち別働隊ではないかとの
指摘を頂きました。ずいぶんと、過大評価されてい
るようで驚きました。私どもは青少年育成に有害な
番組の規制を契機として、その他の番組への規制を
強めていこうという自民党の動きには、反対です。
それどころか、そのような試みを阻止するためにも、
メディア検証機構のような市民レベルの活動が必要
だと考えています。何を目的としているのか、実際
の活動内容はどのようなものか、説明させていただ
きます。 
 
報道は「正確」か 
 人々が、日ごろの情報をどのような手段で入手す
るかといえば、各種調査で明らかなように、新聞よ
りもテレビを上げる人が増えています。インターネ
ットの時代になり、双方向のコミュニケーションが
可能となりましたが、従来のようなテレビの役割も
当分、変わることはないと思います。つまり、番組
制作者が視聴者や利用者に情報を届けるという一方
向の情報の流れが引き続き重要であるということで
す。 
 それほど重要な影響を与えているテレビ報道に対
して、視聴者の信頼は厚いものがあります。よく
「テレビで言っていたから」と、人々が口にするの
が、その一例です。ところが、われわれの二年半に
わたるテレビ報道に関する研究会のひとつの結論は、
必ずしも視聴者の「正確な」判断を促すような情報
提供が行われているとは限らないということでした。 
公平、公正な報道などありえないという指摘が

ありそうですが、公平さ、公正さを装って、特定の
方向に誘導する報道もないわけではありません。ま
た、報道自身が一つの主張を持とうとも、それ以外
の議論や論点があることを伝えることも、報道機関
の重要な役割だと思います。つまり多様な情報が欲
しいのです。限られた時間のなかで、あらゆる情報

を盛り込むことは困難であることは承知ですが、も
し作り手にそのような意識があれば、実際にできあ
がった報道番組とは違ったものになる可能性はあり
ます。 
実は、こうしたテレビ報道の特徴について、視
聴者はあまり気がついていないように思えます。重
要なことは、メディアリテラシー、つまり見る側の
能力をつけ、報道番組を客観的に、冷めた目で見る
ことができるようになることです。といっても、抽
象的な議論をいくら聞かされても、その技術が身に
つくわけではありません。 
 
番組を評価し発表 
私どもは、特定非営利活動法人メディア検証機
構を設立して、そのような視聴者の能力を向上させ
る試みを開始することにしました。その最も重要な
業務は、各局のドキュメンタリー番組を中心として、
構成、論理性、広範性、演出の角度から格付けを行
い、外部に発表することことです（詳しい内容は会
員になればニューズレターで、また要点だけは、
HP でご覧頂けます）。録画を定期的に行い、5 名
の委員が同じ番組を前述の 4つのポイントでチェッ
クします。大変に時間がかかる作業だということは、
おわかり頂けると思います。 
しかし、大変に興味深い作業であることを第 1

回の格付けを行って確認しました。それは、TBS
の「報道特集」でも、NHK の「クローズアップ現
代」でも、優れたもの、そうでないものについては
多くの委員の意見が一致するということです。この
ことを確認できただけでも、意義はあったと思って
います。 
委員はみな一視聴者であり、放送界のプロは一
人もおりません（テレビの演出専門家が近日中に参
加）。その意味では素人集団ですが、それがまた意
義のあるところかもしれません。大半の視聴者が、
素人に違いないからです。視聴者の目線を大切にし
たいと思います。もちろん、この日本では初の試み
が絶対唯一などとは思っていません。これが契機と
なって、類似の活動が生まれることを期待していま
す。 
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もし、活動に興味を持たれた方は、以下にご連
絡頂ければ幸いです。 
特定非営利活動法人 メディア検証機構 
〒252-0616 
神奈川県藤沢市遠藤４２５０－１ 
 藤沢慶応前 私書箱２７号 
 TEL＆FAX ０４６６－４９－３４７５ 
 E-mail imr@news.email.ne.jp（事務局） 
 HP http://www.imr.or.jp 
 

 また、下記の要領で、設立記念のシンポジューム
を開催致します。議論をみなさんと共有するために
も、是非、ご参加を頂ければと思います。事前に事
務局までご一報頂ければ、幸いです。 

 
日時 ２００１年６月２日（土曜日）、午後１時半 
場所 六本木、国際文化会館 
    （東洋英和女学院の真向かい） 

シンポジューム 
 パネラー 
  大宅映子（ジャーナリスト） 
  下村健一（フリージャーナリスト、元 TBS記者）  
  宮智宗七（産業能率大学教授、元テレビ東京コ 
      メンテーター、元日経新聞論説委員） 
  江口克彦（PHP研究所副社長） 
 司会 草野厚（慶応大学教授） 
 
＊終了後、簡単な懇親会を行う予定です。 
 
入場料 非会員 １０００円 
    正会員 無料 
    賛助会員 ５００円 
 
 
 

 
 

情報公開法施行を迎えて 
情報公開クリアリングハウス室長 三木 由希子 

 
情報公開法の「使い手」を増やす 
 2001 年 4 月 1 日、ようやく情報公開法が施行さ
れた。特徴的だったのは、施行直後、報道機関から
の情報公開請求が各省庁に殺到したことだろう。お
そらく、施行後1週間で出された請求の8割以上が
報道機関からのものと思われる。このような例は、
世界各国を見てもあまりないのではなかろうか。
「特落ち」を恐れた各社がこぞって請求をしたとい
うのがこのような現象の正体と言え、この横並び意
識がいかにも日本的である。しかし、報道機関がこ
ぞって情報公開法を使ったことにはそれなりの意義
がある。それは、情報公開法が多様な使い手なくし
て機能しない制度だからだ。 
 当たり前のことだが、情報公開法はそれだけで自
動的に情報が公開される法律ではなく、私たち一人
一人に、政府に対して情報の公開を求める権利を保
障したものにすぎない。誰かが公開を求めなければ
情報が出てこないという限界が初めからこの法律に
はある。報道機関が請求し、公開された情報を元に
調査報道や問題提起をしていけば、多くの人が情報
公開法の意義を知ることとなり、使い手がより増え

ることが期待される。 
 そして、使い手を増やす試みとして、情報公開ク
リアリングハウスでは、情報公開法が実際に使える
ようになった４月２日に「霞ヶ関・情報公開ツア
ー」を行っている。情報公開ツアーとは、実際に各
省庁の窓口へ行き、クリアリングハウス関係者の行
う請求を見学する、あるいは自分で請求をしてみる
というもので、20 数名の市民とその 2 倍はいたで
あろう報道陣を引き連れ、外務省・内閣官房・厚生
労働省・警察庁の情報公開窓口へ行き、さまざまな
情報公開請求をしてきた。 
 情報公開に関心があっても、具体的な手続きがわ
からない、役所の敷居が高い、きっかけがないなど
さまざまな理由により、実際に請求をする人はまだ
まだ限られている。そこで、こうしたツアーを行う
ことにより、実際に省庁に足を運んでもらい、具体
的な手続きや請求のノウハウを見聞きしてもらい、
情報公開法利用のきっかけや、今後の請求に役立て
てもらい、情報公開法の「使い手」が増えればと考
えている。 
 

mailto:imr@news.email.ne.jp
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「市民運動」から「クリアリングハウス」へ 
 ところで、法の施行と期を同じくして、3 月 31
日をもって「情報公開を求める市民運動」が解散し、
20 年以上にわたる活動の歴史に幕を下ろし、すべ
ての機能はNPO法人である情報公開クリアリングハ
ウスが継承した。 
 この 2 年近く「情報公開を求める市民運動」と
「情報公開クリアリングハウス」を並存させ、役割
分担をして活動を続けてきたが、組織が並存してい
るための効率の悪さと混乱があり、組織のあり方を
見直した結果、解散を決断した。 
 こうした決断の背景には、情報公開法や条例の使
い手を増やし、道具として使いこなしていくための
サポート態勢が必要であり、そのための基盤整備が
急務となっていたことがある。 
 これまでもクリアリングハウスでは、情報公開ツ
アーや、情報公開法の利用ノウハウをまとめたパン
フレット『使ってみよう情報公開法』の発行、問合
せや相談への対応などを通じて、情報公開法利用に
必要なノウハウの提供に努めている。しかし、情報
公開をめぐる課題は、単に個々が法律を利用して情
報を入手するだけでなく、得た情報をどう使うか、
また、個々の経験を点在させるだけでなくいかにそ

れを線として結び付けていくか、など、情報公開に
付随してさまざまにある。こうした課題に対応して
いくためには、それなりの組織力も必要になってく
るし、それを維持するための基盤、そして何よりも
社会的な支持が必要となる。 
 組織を一本化したこれからは、情報公開クリアリ
ングハウスとしてニュースレターの冊子化やさまざ
まな検索データベースの提供など、情報をアウトプ
ットする機能を強化することに重点をおくことにな
る。しかし、一方で法律の運用監視や関連制度（例
えば特殊法人情報公開法や裁判所・国会の情報公開
法など）の整備など課題は多々あるので、引き続き
「市民運動」がこれまでになってきた運動体として
の活動を微力ながら進めていきたいと考えている。 
 何よりも制度を作るともにそれを利用し装具とし
てつかいこなす市民の存在なくして、情報公開も進
まないし行政や社会そのものも変わらないだろう。
これまでの政府の秘密体質を嘆くだけでなく、これ
からは市民が制度を道具に打って出る時代であり、
その象徴が情報公開法だ。まだまだ課題の多い情報
公開法だが、制度を「使う」という行動を一人でも
多くの人に起こしてもらいたいと思う。 
 

 
 
  

 

新たな段階に入った規制改革 
事務局長 並河 信乃 

 
１ 第３次計画の特徴 
規制緩和から規制改革へ 
 ３月３０日、規制改革推進３か年計画が閣議決定
された。９５年の第１次計画、９８年の第２次計画
に次いで第３次計画と称すべきものである。なお、
今回から「規制緩和」推進計画ではなく、「規制改
革」推進計画と改称されている。また、推進にあた
る委員会は一足早く一昨年から「規制緩和委員会」
から「規制改革委員会」へと名称変更したが、今回
の計画においては「総合規制改革会議」とさらに
重々しい名前となった。 
 今回の計画については、ＮＴＴの扱いが注目され、
計画にＮＴＴ改革のスケジュールが明確な形では盛
り込まれず先送りされたことが批判されているが、

こうした個別の問題については別途論ずるとして、
ここでは概括的な問題を取り上げることとしたい。 
 
関心項目の変遷 
今回の計画の特徴はＩＴ関連事項と環境関係を各
分野に共通した事項として真っ先に掲げられている
ことである。この２つの分野は、既に昨年７月末の
規制改革委員会の論点公開において重点課題とされ
ていたものであるが、ＩＴ関連の事項が多く盛り込
まれていることは当然であるとして、環境関係で土
壌汚染の問題や廃棄物の定義、容器リサイクル法や
自動車リサイクル対策など、これまでの規制緩和計
画になかった項目が多く盛り込まれていることが目
新しい。 
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 また、分野別事項の配列も今回は大きく異なって
いる。第１次計画においては住宅・土地、情報・通
信、流通、運輸、基準・認証・輸入関連、金融、エ
ネルギー、雇用・労働、公害・廃棄物・環境保全、
その他という順序で改革の項目が並べられており、
医療、福祉、教育などの分野はすべて「その他」の
項目に入れられていた。住宅・土地が真っ先に挙げ
られているところに、当時（９５年）の問題意識を
伺うことが出来る。 
３年後の第２次計画においても、この順番は変わ
らず、ただ、冒頭に競争政策が置かれ、教育、医
療・福祉、法務が「その他」から独立して置かれる
ようになった。規制改革に対する意識の変化がここ
でも見て取れる。なお、2000 年３月の第２次計画
の再改定において、資格制度の項目が新たに設けら
れた。 
 今回の第３次計画においては、競争政策や基準認
証、資格制度などはＩＴや環境と並んで各分野を横
断する共通事項として大きく括られ、そのあとに個
別事項として、まず法務、次いで金融、教育・研究、
医療、福祉、雇用・労働、農林・水産、流通、エネ
ルギー、住宅・土地・公共事業、運輸、危険物・保
安という順序に改革項目が並んでおり、この配列が
大きく様変わりしている。教育、医療、福祉が前面
に出てきたということが最大の焦点であるが、これ
まで流通の中に農産物として含まれていた農業関係
が今回初めて独立したことも見逃せない。さらに細
かいことを言えば、一般に「医療・福祉」と一括り
にされていたものが「医療」、「福祉」と分けられ
ていることも注目される。 
 
経済的規制の撤廃から社会的規制の見直しへ 
 こうした配列の変化だけでなく、今回の計画では
総論のなかでＩＴ、医療、福祉、雇用・労働、教育、
環境分野の規制改革を中長期的課題として特に掲げ、
これらについては公的規制にとどまらずシステム全
体について抜本的かつ広範な取り組みを要する分野
であり、政府として戦略的かつ抜本的な改革に向け
て取り組むこととすると宣言し、また、新たに設け
られる総合規制改革会議はこのような中長期的な課
題についても審議を行うことと明記されている。 
 今回の３か年計画は、こうしてみると、経済的規
制の撤廃から社会的規制の見直しへと大きく舵を切
るものであり、規制緩和・改革の歴史において新た
な段階を設定したものと見ることが出来る。 

２ それなりに進んできた規制改革 
改革の進捗状況は６合目？ 
 規制緩和・改革の流れは 1993 年９月の細川内閣
による緊急経済対策から本格的に始まったといえる
が、既に７年半を経過している。この間の進捗度合
いを数量化してみることは困難であるが、実感とし
ては規制改革はかなりの進展を見せてきたと評価す
ることが出来よう。もちろん、規制改革の課題は時
代の変化、人々の意識の変化によって次々に生まれ
てくるものであり、これで終わりということはない
し、積み残しの課題も多い。しかし、７年前ごろに
眼前に山積していた課題は経済的規制を中心にかな
り片づきつつあることは事実である。これを登山に
たとえるならば、６合目あたりに近づいてきたとい
えるのではないか。 
 これまでの改革は、ある時期から大幅に変更され
たというよりは、小刻みな改革が連続して繰り返さ
れてきたために、規制改革が本当に進んできたとい
う実感が湧かないことも事実である。しかし、７年
前あるいは１０年前を振り返ってみれば、実態経済
面でかなり大きな変革が進んでいる分野があること
がわかる。電気通信、金融、流通、航空などがその
例としてすぐ挙げられよう。たしかに教育や医療・
福祉あるいは農業などのようにまだ改革が進んでい
ない分野もある。とはいえ、こうした遅れた分野で
も改革の動きは始まっており、さきに触れたように
今度の第３次規制改革計画ではこうした分野が正面
に据えられているのである。 
 
外圧頼みは終わった 
 これまでの努力がそれなりに実を結んできたとは
いえ、そのことは今後もこれまでの単純延長で済む
ということにはならない。残された課題のなかには、
日本の政治経済社会の根幹に触れる問題も多く、ま
た、財政・税制などの制度と絡み合ったものも多い。 
 これまでの規制改革推進の原動力のひとつは、米
国を中心とする外圧にあったことは否めない。また、
規制改革がなかなか進展しないことに業を煮やして､
外圧待望論が公然と唱えられたこともあった。しか
し、ここ数年はやや状況が変わってきた。もちろん、
最近でもＮＴＴ回線接続料についての日米交渉など、
いくつかの分野で日米交渉は行われ、また、ＥＵな
どからも改革要望が出されてはいるが、かつての厳
しい日米間の緊張関係に比べると状況は様変わりし
ている。 
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もちろん、ブッシュ政権の下で､米国経済の減速
もあって日本に対する風当たりが再び強まることも
予想され、すでにその兆候が現れているように思わ
れるが、強まるにせよ弱まるにせよ、外国からの注
文は所詮外国の立場からの注文であって、自国の企
業の利権擁護が露骨に示されることが多く、外圧頼
みの規制改革推進という構図は決して望ましいもの
ではない。規制改革はなによりも日本の市民生活向
上､日本経済の効率化のために進めるものであり、
あくまでも国内での努力でおこなうべきものである。
それだけに、今後の進め方については外圧に頼らな
い工夫が一段と必要だということになる。 
 99 年４月にＯＥＣＤは日本の規制改革に関する
報告書を発表したが、そのなかで、これまでの個別
的な規制緩和アプローチは非効率で戦略性に欠ける
と指摘し、経済全体を網羅した包括的な規制改革プ
ログラムが必要であると述べている。まさに、今後
改革を推進していくためには、まず、これからの日
本の経済・社会のありかたをデッサンした上で、そ
れを自ら達成する手段として規制改革を推進してい
くというグランドデザインが求められているわけで
ある。 
 
３ 新たな課題 
市場機能の活用と補完 
 現在、規制改革がある程度進行してきたことを反
映してか、市場原理の活用に対して感情的反発を示
す声が政治家の中から生まれている。自民党内に議
員連盟が出来て、その働きかけによって昨年秋に実
施が予定されていた酒類の小売販売規制の一部撤廃
が今年１月まで実施が延期され、その間に未成年禁
酒法などが改正されたり酒の不当廉売についてのガ
イドラインが設定されたりしたのはその例である。
そうした動きが主流になるとは考えられないが、し
かし、ゲリラ的な運動はこれからも展開されていく
だろう。 
 また、研究者の中にも市場の限界を指摘し、社会
的安全網（セーフティネット）を張り直すべきとの
意見も出ている。口を開けば規制緩和しかいわない
エコノミストが批判の対象となっているわけである
が、しかしさりとて、資源配分を再び官僚統制に委
ねるべきという意見ではなかろう。競争原理を導入
するにしても、社会の安定を確保し市民生活の不安
を解消していくことが必要であることを強調する立
場の意見であり、結局は市場機能をいかに活用し、

また、その欠陥をいかに補うかという問題となる。 
 市場中心のシステム構築についての信頼性は、市
場機能の活用と補完の両者の組み合わせで生まれる
ことになり、規制改革とはこの両者をあわせたもの
を意味することになる。需給調整や価格統制などの
市場の分配機能を歪める規制は撤廃するとともに、
市場での競争ルールの明確化や徹底、競争条件の整
備、情報の非対称性を是正するための情報開示の義
務づけ、あるいは事後的紛争処理の明確化・迅速化
など、市場の信頼性を確保する措置が講じられなけ
ればならない。その中には新たな規制を導入するこ
とも含まれるし、また、司法制度の改革といった規
制改革を越えた課題も含まれる。 
 こうして規制改革はそれ自体が旧来型の規制の撤
廃と新たな規制の導入という二面性をもつことにな
り、さらに司法改革や社会保障改革、あるいは財政
制度改革などと連動して、日本の経済社会全体の構
造改革に結びつくものとなる。これから新たに規制
改革に取り組むに当たっては、まず、こうした大括
りの課題設定を行うことが必要となる。 
 なお、市場での競争に敗れたものについての敗者
復活のための援助や救済は主として公的部門の役割
となり、これは社会保障制度、財政制度の問題、セ
ーフティネット論の課題となるわけであるが、しか
し、いわゆる敗者は市場から退場することが唯一の
道ではない。自分に適した市場をみつけ、そこで力
を発揮することが重要であり、そのためにも市場は
多様で重層的なものとしておかなければならない。
つまり、市場構造の中にセフティネットを組み込む
ことであり、規制改革はそうした市場の多様化を促
進する効用をもつものであるし、もたせなければな
らない。 
 
自治体への対応 
 自治体の規制についての対応も新たな課題のひと
つである。たとえば、大店法廃止の代わりに大店立
地法の制定や都市計画法の改正が行われたことによ
って、これまでの大規模小売店舗規制は通産省の手
から都道府県・政令市の手に移ることになった。あ
るいは環境関連で、都道府県や市町村が新たな規制
を課すケースも増えてきている。規制改革の対象で
はないが、自治体による独自課税の動きも盛んであ
る。こうした自治体の独自の政策に対して、一部で
は批判的な意見、中央が規制を緩和しているのに地
方が独自に規制を強化するのはけしからんという声
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が特に企業関係者から出されている。 
 しかし、規制改革と地方分権とはいうなれば同根
の改革であり、こうした地方の動きを中央集権的に
押さえつけることは規制改革推進の立場からは論理
矛盾になる。とはいえ、自治体ならばどんな規制も
許されることにはならない。既得権を守る動きは地
域の方がより露骨に現れる傾向もある。となれば、
面倒でも、それぞれの自治体の内部で市民や企業な
ど関係者間で対話を行い、不合理や行きすぎた規制
はそれぞれの自治体ごとに改めさせていく努力を積
み重ねるしかない。いずれにせよ、中央政府レベル
の規制改革が進み、地方分権が進んでいくにつれ、
自治体による規制への対応は次第に大きな課題とな
るであろう。 
 また、教育や医療・福祉などの分野は自治体も中
央政府の規制緩和を望んでいる分野であり、場合に
よっては自治体も巻き込んだ運動が展開されること
もあるだろう。 
 
４ 推進体制の整備と課題 
推進体制の強化 
 これまで規制改革の旗振りを行ってきた規制改革
委員会は４月から総合規制改革会議と名称を改め、
内閣府に置かれることとなった。また、同時に権限
も強化された。 
 これまでの規制改革委員会は、内閣に設けられて
いた行政改革推進本部の下部機関という位置づけで
あり、役割としては、３か年計画の進捗状況を監視
し、毎年度末に行われる計画の改定に関して見解を
表明するというものであったが、法的な権限は明確
ではなかった。勿論、規制改革の問題を専門的に審
議する機関としての権威は揺るぎないものであって
も、規制緩和計画の改定などにおいて決定的な力を
持つものではなかった。 
 新たに内閣府に設けられた総合規制改革会議は、
政令（総合規制改革会議令）に根拠を持ち、規制改
革推進のための審議を行い、計画の実施状況を監視
するとともに、計画の改定にあたっては総合規制改
革会議における審議結果等を踏まえて行うことが３
月の規制改革計画に明記された。具体的には内閣総
理大臣の諮問に対し答申することと、諮問に関連す
る事項について総理大臣に意見を述べることがその
任務とされ、また、各省庁に対して資料の提出・意
見の開陳などを求めることが出来ることとなった。 

実現可能性重視の弊害 
 しかし、問題はこれで片づいたわけではない。総
合規制改革会議の力が法文上強まれば強まるほど、
その運営にあたっては政治との接点が増えてくるこ
とになる。審議会の審議・運営のなかで各種の利害
調整をどう行うべきか、実現可能性をどこまで意識
するかという厄介な問題が浮かび上がってくる。 
 土光臨調以来、行革関連では多くの審議会がつく
られたが、その多くは委員の構成に官僚ＯＢも含め
て利害関係者が勢揃いするものが多かった。しかし、
これまでの規制改革委員会はそうしたなかで、官僚
ＯＢは排除し、多少の温度差はあるとしても規制改
革推進という点では一致した考えの委員で構成され
ていた。この伝統が新たに設けられる「総合規制改
革会議」でも継承されるかどうか。継承されたとし
て、そこでどこまで理想論と現実論との調整を行う
かがこれからの課題となる。良い意味での政治の調
整機能に殆ど期待がかけられない状況の下で、規制
改革会議の存在が重くなればなるほど、この課題も
重いものとなる。 
 これまでの行政改革委員会および規制改革委員会
の活動を振り返ってみると、内閣を督励し規制改革
の流れを不動のものとした功績は極めて大きかった
と評価できよう。さきに触れた政治的な逆風もこの
流れそのものを否定できなかったことは、これまで
の努力の賜といえる。しかし、第三者的な機関であ
った行政改革委員会も、内閣の推進本部の下部機関
と位置づけられた規制改革委員会も、具体的な改革
案を作成するに当たっては、結局、各省庁と意見の
摺り合わせを行い、合意あるいは黙認が成り立った
ものを提言するという方式をとらざるをえなかった。 
そのような手法はかつての土光臨調以来延々と行わ
れてきたことであり、実現可能性を重視する以上や
むをえなかった側面はある。しかし、それが常態化
した結果、課題の選定段階に於いて既に落としどこ
ろを考え、合意が到底出来そうもない課題は先送り
されることとなった。 
行政改革委員会は、検討の中間段階に於ける「論
点公開」という新たな手法を編み出し、それはその
後の規制緩和（改革）委員会にも引き継がれている。
この手法はたしかに審議の透明化を大きく進めるこ
とにはなったが、しかし実現可能性という制約の下
では、鉈で叩き割るような大胆な改革案を提示する
ということにはならず、その結果、問題は極めて専
門的技術的になり、関係者の間では大いに議論され
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たとしても、それが世間一般に広まることにはなら
ず、折角の論点公開も十分機能しなかった 
もっとも、新たに設けられた総合規制改革会議が
鉈で叩き割るような理想論を唱え、その実行は政治
の責任だとゲタを預けてみても何も問題は解決しな
いだろう。規制改革委員会が実現可能性を重視して
きたというのは、本来政治が果たすべき役割を規制
改革委員会が肩代わりしているにすぎない。政治の
力が不十分であるならば、こうした民間が参加する
第三者機関の役割が引き続き重要な役割を担わされ
ることになる。それだけに、世論のバックアップが
必要だということになる。 
 
世論を味方に 
 これから新たに規制改革に取り組むにあたっては、
こうした反省を踏まえ、新たな手法、特に世論の支
持を得るための手法の開発を急がなければならない。 
 とくに、これから総合規制改革会議が扱う問題は、
これまでのような純粋なビジネス分野の問題とは違
って、医療、福祉、教育といったビジネスの観点だ
けでは割り切れない分野である。当然、さまざまな
意見が各方面から出されてくることは必定であり、
とくに、政治に影響力の強い利害グループからの発
言は多くなるであろう。そうしたときに、規制改革
会議が自らの筋をどう曲げずに改革の実を挙げてい
くかは極めて困難な課題となる。そのときに唯一力

となるのは世論以外にはない。しかし、その世論が
医療、教育、福祉などの分野に競争原理を持ち込み、
企業を初めとする民間の役割を増大させることに必
ずしも得心している訳ではないことが問題を更に難
しくしている。 
 幸い、最近における市民活動の活発化によって、
ＮＰＯやボランティアなどによるこうした分野への
市民の参加が増えてきており、そうした経験者の中
には現行規制の矛盾を感じている人たちも多い。ま
た、現場で働く人たちのなかにも改革への意欲が生
まれてきている。まだ社会のなかでは十分な力を蓄
えた集団にはなっていないが、総合規制改革会議は
そうした人たちとも連携をとって、じっくり戦略を
練る必要があるのではないか。これは、これまでの
規制改革推進の運動とは少し肌合いの違った運動に
ならざるをえないと思う。 
 これに伴い、これまで規制改革推進の原動力も経
済界だけでなく幅広い市民層が参加出来るようにし
ていく必要がある。市民団体やＮＰＯなども経済を
支えていく重要な一員であり、それらのグループも
議論に参加して、既得権を切り崩していくことが必
要となっている。こうした点からも、規制改革は今
回の３か年計画によって新たな一歩を踏み出したと
いうことになろう。            ■ 
 
 

 
 
 
 

第４回 市民立法機構総会ならびにフォーラム 
 

 １ 日 時  ６月 ９日（土） 午後１時３０分～５時３０分 
 ２ 場 所  東京都庭園美術館 ホール 
 ３ 議 題  ① 総会議事 
        ② フォーラム「市民社会を強くする方法」 
           市民社会を強くするために直ちに取りかかるべき具体策を提案し、 
           その是非や実行プランなどについて討論します 
  なお、フォーラム終了後、交流会も開かれます 
 
  ご案内は別途いたしますが、ご関心のある方は事務局までお問い合わせ下さい 
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《事務局より》 
１ 国民会議ニュースが２月、３月と休刊しましたことをお詫びいたします。その間、事務局では土光臨調記念
事業の立ち上げのための準備や委託調査の仕上げなどに忙殺されておりました。 
 
２ ４月１８日に土光臨調２０周年事業第１弾として札幌で集会が開催されました。その中身は別途ご報告いた
します。この記念事業とは、１月のニュースでも触れましたが、今年が土光臨調が発足した１９８１年から丁度
２０周年にあたり、しかも２１世紀最初の年でもありますので、この２０年を振り返り、どのような改革が行わ
れどのような改革が遅れているかを総括するとともに、新しく議論を起こすための準備を進めようというもので
す。次世代の方々に議論を継承していただくことも重要な狙いの一つであり、単に懐古趣味の事業を行うわけで
はありません。 
 第２弾は８月３日に東京で開催いたしますが、そのほかいくつかシンポなどの計画を進めております。大規模
なものでなく小規模・零細規模の討論会なども各地で開ければと考えておりますので、ご関心のある方は事務局
までご連絡下さい。 
 
３ ３月末には規制改革３ヵ年計画が策定され、４月からは情報公開法が施行されました。そこで、その関連の
記事を２本載せました。また、「２１世紀・新しい地域と市民を考える集い」は国民会議の主催ではありません
が、その呼びかけ人にも加わり、また、国民会議や市民立法機構と関係の深い人々も参加しておりますので、こ
うした活動にも参加していることを短報としてご報告しました。 
 
４ メディア検証機構は草野氏の紹介文にあるとおりですが、小生（並河）もその理事の一員として参加してお
りますので、このこともご報告しておきます。なお、ＰＨＰ新書から草野氏は「テレビ報道の正しい見方」とい
う本を昨年秋に出されておられるので、関心のある方にはご一読をお勧めします。 
 
５ 国民会議の総会は６月下旬に開催を予定しております。果たして予算が組めるかどうかが焦点です。また、
６月９日（土）には前ページののせておきましたように市民立法機構の総会を開催し、「市民社会を強くする方
法」をめぐってディスカッションする予定です。 
 
６ この編集の直後に田中真紀子外務大臣をはじめとする閣僚人事が発表されました。柳沢氏の金融担当大臣の
留任は妥当なところでしょうが、あとはよくわからないというのが正直な感想です。存在感の薄かった経済財政
諮問会議は竹中慶大教授の経済財政担当相の就任で活性化するのでしょうか。方向性は間違わないのでしょうか。
まあ、お手並み拝見というしかないところです。ほかの大臣についても大丈夫かと不安になりますが、これまで
もいろいろなひとがいろいろな大臣を務めてきたわけですから、今回に限って目くじらを立てる必要はないので
しょう。副大臣とか政務官などの陣容を見なければ判断は出来ないところです。ただ全体としてバラバラの印象
がしますが、これは内閣の成立経緯からしてやむを得ないところなのでしょう。 
 
 

目 次 
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 ３ 「２１世紀：新しい地域と市民を考える集い」を開催                    ２ 
 ４ メディア検証機構の立ち上げ  慶応大学教授 草野  厚                 ３ 
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